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広報いよし(13)

「名士の方々に勧めている」と自尊心をくすぐり･･･

　訪問してきた業者から「地元の名士の方々に

勧めている」と美術全集の購入を勧められた。

その際に見せられた購入者名簿の中に知人の名

前があり、この人も買っているのならと思い契

約した。後日、知人に確認したところ、購入して

いなかった･･･。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ひとこと助言

　「名士の方々に勧めている」などと言い、自尊

心をくすぐり商品を購入させる商法です。購入

者名簿などの内容については疑わしいため信用

しないように、価格と必要性を十分検討して、契

約は慎重に行うようにしましょう。

　訪問販売の場合、契約書などを受け取った日

から８日以内に書面で通知すれば、契約解除

（クーリング・オフ）できますので、ご相談ください。

■相談窓口　愛媛県消費生活センター
　　　　　　☎９２５－３７００

④

■問い合わせ　福祉課（内線５２６）又は各地域事務所総

合窓口課。

　―戦没者等のご遺族の皆様へ

　　　　特別弔慰金が支給されます―　
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成１７年４月１日に
おいて、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場
合に、第８回特別弔慰金として額面４０万円、１０年償還の
記名国債が支給されます。
　過去に弔慰金を受給されたことがあり、平成１７年４月
１日以降申請されていない方、又は、新たに受給権者とな
られたご遺族の方は手続きを行ってください。

■請求期限　平成２０年３月３１日（月）

　―戦傷病者の妻の方へ

　　　　特別給付金が支給されます―　  
　平成１８年１０月１日に、増加恩給、傷病年金、障害年金
等を受けている戦傷病者の妻の方、前回受給権を有して
いた戦傷病者の方が死亡された場合の、その妻の方等へ、
１０年償還若しくは５年償還の記名国債が支給されます。

■請求期限　平成２１年９月３０日
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平
成
２０
年
度
市
営
住
宅
補
欠
入
居

の
希
望
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。
今
回
の
募
集
は
、
平
成
２１
年
３
月

３１
日
ま
で
の
間
に
空
家
と
な
り
入
居

可
能
と
な
っ
た
住
宅
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

■
募
集
対
象
住
宅

○
本
庁
地
区
…
鳥
ノ
木
団
地
、
新
川
団

地
、
安
広
団
地
、
鹿
島
住
宅　

○
中
山
地
区
…
竹
之
内
住
宅（
３
戸
）、

門
前
住
宅（
３
戸
）、
寺
尾
団
地（
１
戸
）、

豊
岡
団
地（
１
戸
）、
泉
町
三
住
宅
、
泉

町
団
地
・
門
前
団
地〔
特
公
賃
〕

○
双
海
地
区
…
夕
や
け
団
地（
１
戸
）、

双
海
団
地
、
星
住
宅
、
あ
か
ね
団
地
、

二
瀬
団
地（
１
戸
）、
下
灘
団
地
、
清
流

団
地〔
特
公
賃
〕（
２
戸
）

※（　

）内
は
、
１
月
１
日
現
在
の
空
家
の
数

　

で
す
。

■
家
賃

　

入
居
者
の
所
得
や
対
象
住
宅
の
立

地
条
件
、
規
模
、
建
築
経
過
年
数
な
ど

に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

■
入
居
申
込
資
格

○
伊
予
市
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を

有
す
る
方

○
地
方
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

○
現
に
同
居
又
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
の
有
る
方（
条
件
に
よ
り
単
身

者
も
可
）

○
所
得
が
公
営
住
宅
法
に
定
め
る
基

準
に
合
っ
て
い
る
方（
各
種
控
除
後
の

月
額
が
２０
万
円
以
下
の
方
）
た
だ
し
、

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
特

定
優
良
賃
貸
住
宅
法
に
定
め
る
基
準

に
合
っ
て
い
る
方（
各
種
控
除
後
の
月

額
が
２０
万
円
を
超
え
る
方
）

○
そ
の
他
、
公
営
住
宅
法
及
び
特
定
優

良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
に
適
応
す
る
方

○
入
居
申
込
者
及
び
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当

な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

で
あ
る
場
合
に
は
、
入
居
資
格
が
あ
り

ま
せ
ん
。

■
選
考
方
法

　

伊
予
市
営
住
宅
管
理
条
例
に
基
づ

き
選
考
し
ま
す
。（
母
子
、
高
齢
者
、
心

身
障
害
者
世
帯
等
に
つ
い
て
は
、
優
遇

措
置
が
あ
り
ま
す
。）

■
申
込
受
付
期
間

　

２
月
１２
日
㈫
～
２０
日
㈬
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
８
時
３０
分
～
１７
時
３０
分
）、都

市
整
備
課
、
又
は
、
各
地
域
事
務
所
総

合
窓
口
課
で
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
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期
限
内
に
正
し
い
申
告
を
！

市
・
県
民
税
の
申
告
は
３
月
１７
日
㈪
ま
で

税
務
課
（
内
線
５
３
１
～
５
３
４
）

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成
２０
年

度
分
の
市
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険

税
を
計
算
す
る
た
め
の
大
切
な
資
料

と
な
り
ま
す
の
で
、
３
月
１７
日
㈪
ま
で

に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
期
間
中
は
大
変
混
み
合

い
ま
す
。
申
告
書
を
郵
便
で
提
出
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。（
別
途
配
布
し
た
「
平
成
２０
年
度

分
市
民
税
・
県
民
税
申
告
説
明
書
」
を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
所
得
税
確
定
申
告
は
税
務
署
へ
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
告
を
し
な
い
と
…

○
税
金
の
計
算
で
各
種
の
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん

○
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
軽
減
措
置
等
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん

○
所
得
証
明
書
や
課
税
証
明
書
の
発

行
が
で
き
ま
せ
ん

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
の
加
入
者
も
必
ず
申
告
を
！

　

国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
計
算
に
は
、
前
年
の
所

得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
前
年
中
に

ま
っ
た
く
所
得
が
な
か
っ
た
場
合
や

申告が必要な方

○平成２０年１月１日現在において伊予市に居住している方で、

「申告が不要な方」に該当しない方

（例）

・平成１９年中に営業・農業・不動産（地代・小作料等を含む）・日雇い・

アルバイト等の収入があった方

・給与所得者で給与以外の所得があった方（給与以外の所得が２０万円

以下で、所得税の申告が不要な方も市・県民税の申告が必要です。）

・給与所得者で年末調整を受けていない方

・生命保険満期等の受取金・生命保険契約に基づく年金（個人年金）、

配当金等があった方

・国民健康保険に加入している方

・所得がないが、家族の扶養にもなっていない方

申告が不要な方（申告義務免除）

医療費控除など、各種の所得控除を受けよう

とする場合は申告してください。

給与所得者 平成１９年中の所得が給与所得のみで、勤務

先から給与支払報告書が提出されている方

公的年金等受給者 公的年金等（国民年金・厚生年金など）の所得

のみの方

所得税確定申告書を税務署に提出している方

申告に必要なもの

印鑑・筆記用具・電卓 印鑑は認印でかまいません

所得計算に必要な書類

・源泉徴収票

・収支内訳書

給与、公的年金等の所得⇒「源泉徴収票」

事業・不動産⇒「収支内訳書」（収入、経費

を必ず集計しておいてください）

固定資産税課税明細書等

医療費の領収書 医療費控除を受ける場合に必要です。

事前に集計しておいてください。

保険料等の証明書 国民健康保険税、健康保険料、国民年金

ほか

※国民年金保険料については「社会保険料

　（国民年金保険料）控除証明書」が必要

生命保険料・地震保険料の支払証明書

本人名義の金融機関・

口座番号の分かるもの

所得税確定申告で還付が発生した場合

に必要です。

所
得
が
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
の
よ

う
に
、
市
・
県
民
税
で
は
非
課
税
と
な

る
場
合
に
も
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
の
な
い
場
合
は
、
軽
減
措

置
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
必
ず
期
間
内
に
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

市
・
県
民
税
で
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　

市
・
県
民
税
で
の
「
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
」
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
方
の
う
ち
、
給
与
所
得
者
で

職
場
で
の
年
末
調
整
を
受
け
て
お
り
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方
は
、

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書（
確
定
申
告
を
提
出
し
な
い
納
税
者

用
）」
を
、
３
月
１７
日
㈪
ま
で
に
、
市
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

city.iyo
.ehim

e.jp/	

）で
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
対
象
に
な
る
方
な
ど
制
度
の
詳
細
は
、

「
広
報
い
よ
し
１
月
号
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

確
定
申
告

市・県民税の申告は

３月１７日（月）まで！



MUNICIPAL
GOVERNMENT
NEWS

広報いよし(15)

■市・県民税の申告受付日程

◇受付時間　９：００～１１：００、１３：００～１６：００

本庁地区

日 対象地区名 申告受付会場

２/１４㈭
事業所得関係（別途案内している方）

伊予市市民会館

１５㈮

１６㈯ 年金所得関係（別途案内している方）

１８㈪ 灘町・湊町

１９㈫ 米湊

２０㈬ 下吾川（鳥ノ木・新川を除く）

２１㈭ 新川

２２㈮ 鳥ノ木

２３㈯
郡中地区
（事業所得関係ー別途案内している方）

２５㈪ 上吾川

２６㈫
大平地区
（事業所得関係ー別途案内している方）

大平地区公民館
２７㈬ 鵜崎・両澤・唐川

２８㈭ 平岡・大平

２９㈮ 三秋

中村地区公民館

３/ １㈯
中村地区
（事業所得関係ー別途案内している方）

３㈪ 森

４㈫ 本郡・尾崎

５㈬ 中村・三島・市場

６㈭ 稲荷

７㈮ 下三谷

上野地区公民館

８㈯
上野地区
（事業所得関係ー別途案内している方）

１０㈪ 上三谷

１１㈫ 上野

１２㈬ 宮下

１３㈭ 八倉

１４㈮

本庁地区全域 伊予市市民会館１５㈯

１７㈪

※本庁地区では、今回から受付会場を市民会館又は地区公

民館へ統合しております。そのため、地域によっては会場

が変更されておりますのでご注意ください。

中山地区
日 対象地区名 申告受付会場

２/１８㈪ 年金所得関係

中山地区公民館
（保健センター

講義室）

１９㈫ 柚之木・大矢

２０㈬ 坪井・野中

２１㈭ 栗田２・栗田３・東町

２２㈮ 泉町１・泉町２・添賀

２５㈪ 泉町３・泉町４

２６㈫ 豊岡１・豊岡２

２７㈬ 栃谷・障子ケ谷・重藤

２８㈭ 影之浦・小池

２９㈮ 山口・柿谷・犬寄

３/ ３㈪ 村中・中替地・影浦

４㈫ 源氏・赤海・安別当

５㈬ 日浦・梅之木・坪之内

６㈭ 榎峠・竹之内・長沢団地

７㈮ 日南登・平村

１０㈪ 上長沢・梅原・永木

１１㈫ 門前・漆

１２㈬ 福住・福岡・高岡

１３㈭ 下長沢・福元・平沢

１４㈮
中山地区全域

１７㈪

双海地区
日 対象地区名 申告受付会場

２/２５㈪ 年金所得関係（別途案内している方）

双海地域事務所

２６㈫ 高野川・小網

２７㈬ 灘町・城ノ下

２８㈭ 三島・岡・日尾野・柆野

２９㈮ 大栄・奥大栄・両谷

３/ ３㈪ 高見・東峰・犬寄・久保

４㈫ 本郷

５㈬ 塩屋・唐崎

６㈭ 本谷・石久保・閏住・富岡・日喰

下灘コミュニ

ティセンター
（１階健康相談室）

７㈮ 奥東・奥西・池ノ久保

１０㈪ 上浜・下浜

１１㈫
本村・富貴・松尾・壺神・満野空・

満野浜

１２㈬ 下灘地区全域

１３㈭

双海地区全域 双海地域事務所１４㈮

１７㈪

所得税の確定申告も３月１７日（月）までに！

　平成１９年分の所得税の確定申告の税務署窓口での相談及び申告書の受け付けは、２月１８日（月）から始まります。なお、

税務署の閉庁日（土・日曜日、休日等）は、相談及び申告書の受け付けは行いませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投

函することにより、提出することができます。

（※松山税務署では、２月２４日・３月２日の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受け付けを行います。）

◎申告書はホームページから入手できます！

　確定申告の用紙は、税務署又は市役所に置いていますが、国税庁ホームページからも所得税の確定申告書を作成するこ

とができます。（国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp）

■問い合わせ　松山税務署及び電話相談センター（☎９４１－９１２１）
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後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
も

は
り
・
き
ゅ
う
施
術
の
助
成
を
行
い
ま
す

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
５
）

　

７５
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
方
は
６５

歳
）以
上
の
国
民
健
康
保
険
な
ど
の
医

療
保
険
の
被
保
険
者
だ
っ
た
方
は
も

ち
ろ
ん
、
健
康
保
険
組
合
や
船
員
保
険
、

共
済
組
合
等
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方

も
す
べ
て
、
４
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
も
、

伊
予
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

と
同
じ
よ
う
に
、
は
り
・
き
ゅ
う
の
助

成
を
行
い
ま
す
。
健
康
の
保
持
増
進
を

目
的
と
し
た
事
業
で
す
。
市
に
登
録
し

て
い
る
施
術
所
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
実
施
年
月
日

　

４
月
１
日
～

■
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
術
所

　

藤
岡
針
灸
治
療
院
、
福
岡
治
療
院
、

久
保
治
療
院
、
松
本
総
合
治
療
院
、
吉

田
針
灸
治
療
院
、
利
岡
針
灸
治
療
院
、

と
り
の
木
鍼
灸
院
、
ま
こ
と
治
療
院

■
施
術
所
へ
持
っ
て
い
く
も
の

　

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保

険
者
証
、
印
鑑

■
助
成
割
合
な
ど

　

施
術
料（
１
施
術
１
，１
９
０
円
、
２

施
術
１
，４
９
０
円
）の
７
割
を
助
成
し

ま
す
。
残
り
の
３
割
分
は
施
術
所
で
支

払
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
れ
を
超
え
る
施
術
を
受
け

た
場
合
の
超
過
分
は
、
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
制
度
で
は
、

は
り
・
き
ゅ
う
の
み
を
対
象
と
し
て

い
ま
す
の
で
、
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・

指
圧
に
つ
い
て
は
助
成
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
治
療
で
は
、
助
成
対
象
額
を
超

過
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
施
術

所
で
直
接
お
尋
ね
い
た
だ
き
、
施
術
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
助
成
の
限
度

　

１
人
に
つ
き
、
１
日
１
回
、
１
か
月

に
１０
回
が
助
成
の
限
度
で
す
。

短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
廃
止
し
ま
す

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
５
）

　

伊
予
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
期

間
が
１
年
以
上
で
、
４０
歳
以
上
７５
歳
未

満
の
方（
老
人
保
健
に
該
当
し
て
い
な

い
方
）を
対
象
に
、
検
診
に
か
か
っ
た

費
用
の
７
割（
２
６
，
６
０
０
円
を
上

限
と
す
る
）を
助
成
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
２０
年
度
よ
り
、
新
し
い
健
診
制
度

（
特
定
健
診
）を
実
施
す
る
た
め
、
短
期

人
間
ド
ッ
ク
の
助
成
を
平
成
２０
年
４

月
１
日
か
ら
廃
止
し
ま
す
。

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て保

険
年
金
課
（
内
線
５
２
４
）

　

平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
乳
幼
児

医
療
費
助
成
制
度
が
変
わ
り
、
外
来
医

療
費
が
就
学
前
ま
で
助
成
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

■
外
来
医
療
費
助
成
期
間
が

拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
、
３
歳
に
達
し
た
日
の
月

末
ま
で
外
来
医
療
費
助
成
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
２０
年
４
月
診
療
分

以
降
か
ら
、
就
学
前（
６
歳
に
達
し
た

日
以
降
に
お
け
る
最
初
の
３
月
末
日
）

ま
で
助
成
さ
れ
ま
す
。

■
新
し
い
受
給
資
格
証
の
送
付

　

３
月
末
日
ま
で
に
、
外
来
医
療
費
助

成
期
間
を
拡
大
し
た
新
し
い
受
給
資

乗らなくなったバイクを
そのままにしていませんか？

　軽自動車税は、毎年４月１日現在において、ナンバー

の登録がある軽自動車・原付・小型自動二輪車の所

有者に対して課せられます。

　乗らなくなった車両がある場合は、３月末までに

ナンバーの返納手続きをしてください。

　車両の譲渡があり、名義変更をしていない方も、同

様に手続きをしてください。

■問い合わせ　税務課（内線５３１）

格
証
を
送
付
し
ま
す
。

■
助
成
の
方
法

　

医
療
機
関
で
受
給
資
格
証
を
提
示

す
る
だ
け
で
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
県
外

な
ど
の
医
療
機
関
で
は
、
自
己
負
担
額

を
い
っ
た
ん
支
払
い
、
後
日
、
保
険
年

金
課
に
請
求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。



水 道 の 休 日 当 直 当 番 業 者

◆土・日曜日、祝日の上水道、簡易水道、条例水道の緊急業

務（簡易な修理は除く）は、次の当直水道指定工事事業

者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

２

２㈯ Ｋ・シマダ 下吾川 ９８３－６５５３

３㈰ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

９㈯ ㈲栄電機設備 中　山 ９６７－１３１８

１０㈰ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

１１㈪ 岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６

１６㈯ 藤岡工業㈱ 上　灘 ９８６－０３５０

１７㈰ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

２３㈯ ㈲二宮水道工業 下吾川 ９８３－２８１９

２４㈰ 未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２

３
１㈯ 功栄設備 中　村 ９８２－５８８８

２㈰ ㈲升田金物店 出　渕 ９６７－００６７

※業者への依頼は、８：００～１７：００の時間帯にお願いします。

※水道メーターから宅地内側の修理は、全て有料です。

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝ 市内の交通事故状況 ＝

＝ 市内の街頭犯罪等発生状況 ＝
（１２月末日現在）

１２月 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ０件 ６６件 －１００件

自 動 車 盗 ０件 ６件 ＋２件

オートバイ盗 ０件 １２件 ＋５件

自 転 車 盗 ０件 ５０件 －２件

車 上 ねらい ２件 ４０件 ＋７件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（１２月末日現在）

１２月 累計 前年比

発　生 １９件 ２４２件 －３件

死　者 ０人 ５人 ＋２人

傷　者 ２５人 ３０８人 －１２人

MUNICIPAL
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広報いよし(17)

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付
に
つ
い
て保

険
年
金
課
（
内
線
５
４
７
）

　

年
金
は
、
受
給
資
格
を
満
た
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
受
け
ら
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
め
て
年
金

を
受
け
る
場
合
に
は
、
受
給
者
と
な
る

本
人
が
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
手
続

き（
＝
裁
定
請
求
）を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
に
必
要
と
な
る
届

出
書
が
「
裁
定
請
求
書
」
で
す
。
こ
の
届

出
書
を
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
で
受

け
取
り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提

出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
が
管
理
し
て
い
る
年
金
加

入
記
録
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
要
件
が
確
認
で
き
た
方
に
対
し
て
、

年
金
加
入
記
録
を
あ
ら
か
じ
め
印
字

し
た
「
裁
定
請
求
書
」
を
、
年
金
支
給
開

始
年
齢
に
達
す
る
３
か
月
前
に
、
本
人

あ
て
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

送
付
対
象
者
は
、
年
金
の
受
給
資
格

が
あ
り
、
６０
歳
及
び
６５
歳
で
受
給
権
が

発
生
す
る
方
で
す
。
ま
た
、「
裁
定
請

求
書
」
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
年
金
加
入
履
歴
な
ど
が
あ

ら
か
じ
め
印
字
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容

を
よ
く
確
認
し
て
、
裁
定
請
求
す
る
際

に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
裁
定
請
求
書
」
は
３
か
月
前
に
送
付
さ

れ
ま
す
が
、
裁
定
請
求
書
の
提
出
日
及

び
戸
籍
謄
本
・
住
民
票
等
の
発
行
日
に

つ
い
て
は
、
受
給
権
発
生
日（
誕
生
日
の

前
日
）
以
降
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

基
礎
年
金
番
号
に
結
び
つ
い
て
い

な
い
約
５
，０
０
０
万
件
の
記
録
に
つ

い
て
、
平
成
１９
年
１１
月
か
ら
名
寄
せ
作

業
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
、
皆
さ
ん
の

基
礎
年
金
番
号
の
記
録
と
結
び
つ
く

可
能
性
の
あ
る
記
録
が
出
て
き
た
方

に
、
平
成
１９
年
１２
月
か
ら
平
成
２０
年
３

月
ま
で
の
間
に
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

が
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
方
に
も
、
順

次
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

○
年
金
受
給
者
の
方
へ
は
、
平
成
２０
年

４
月
か
ら
５
月
ま
で
の
間

○
現
役
加
入
者
の
方
へ
は
、
６
月
か
ら

１０
月
ま
で
の
間

※
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
よ
る
確
認
及
び

手
続
き
を
経
て
、
は
じ
め
て
記
録
が
結

び
つ
き
ま
す
。
ご
自
身
の
年
金
記
録
に

記
載
漏
れ
や
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
の

上
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　
「
ね
ん
き
ん
特
別

便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
☎
０
５
７
０
ー

０
５
８
ー
５
５
５
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■伊予市管内の火災と救急出場件数（１２月末日現在）

種別 １２月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 １

２

本庁 １２

１６中山 １ 中山 ２

双海 ０ 双海 ２

救急出場

件 数

本庁 １２６

１５３

本庁 １，３５０

１，７６２中山 １２ 中山 １９３

双海 １５ 双海 ２１９

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

皆
さ
ん
の
安
心
の
た
め
、
消
防
は
２４
時
間
活
動
し
て
い
ま
す
。

平
成
１９
年
中
の
火
災
発
生
・
救
急
出
場
状
況
報
告

伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

～
消
防
豆
知
識
～

「
緊
急
自
動
車
の

サ
イ
レ
ン
音
量
に
つ
い
て
」

■
火
災
発
生
状
況

　

平
成
１９
年
中
に
お
け
る
市
内
の

火
災
件
数
は
１６
件
、
損
害
額
は
約
９
，

２
０
０
万
円
以
上（
１
件
調
査
中
）で

し
た
。
昨
年
と
比
較
す
る
と
、
件
数
で

は
１
件
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
が
、
損

害
額
で
は
、
工
場
火
災
の
影
響
も
あ
り
、

約
３
，８
０
０
万
円
以
上（
１
件
調
査
中
）

の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

出
火
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
中

で
も
「
放
火
・
放
火
の
疑
い
」
の
火
災
が

１１
月
中
に
連
続
で
３
件
発
生
し
ま
し

た
。
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
、

ま
た
、
ゴ
ミ
集
積
場
に
は
収
集
日
以
外

の
日
及
び
夜
間
に
、
ゴ
ミ
を
置
か
な
い

よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

火
災
は
ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
や
不

注
意
か
ら
発
生
す
る
も
の
が
大
半
で

す
。
尊
い
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
も
、

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

■
救
急
車
の
出
場
件
数

　

平
成
１９
年
中
の
救
急
車
の
出
場
件

数
は
、
１
，７
６
２
件
で
１
，６
９
９
人

を
搬
送
し
ま
し
た
。
伊
予
市
民
の
約
２３

人
に
１
人
が
利
用
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

け
た
た
ま
し
く
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら

し
な
が
ら
走
る
緊
急
自
動
車
！

　

緊
急
自
動
車
の
サ
イ
レ
ン
の
音
量

は
法
律
等
に
よ
り
『
そ
の
自
動
車
の
前

方
２０
ｍ
の
位
置
に
お
い
て
９０	

～
１２０	

dB

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。（
保
安
基
準
第
４９
条
第
１

項
、
細
目
告
示
第
２３１
条
第
２
号
関
係
）

　

簡
単
に
言
う
と
火
事
や
救
急
な
ど

の
災
害
で
出
場
す
る
際
に
、
周
り
に
良

く
聞
こ
え
る
よ
う
に
大
き
く
し
て
い

る
の
で
す
。

　

最
近
で
は
、
サ
イ
レ
ン
の
音
量
は
、

そ
の
基
準
を
満
た
す
範
囲
で
『
強
』
と

『
弱
』
の
切
り
替
え
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
お
願
い
！
ー
ー
ー
ー

　

救
急
車
を
要
請
す
る
際
、
よ
く
「
サ
イ
レ

ン
を
鳴
ら
さ
な
い
で
来
て
ほ
し
い
」
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
救
急
車
は
安
全
・
迅
速
に
患

者
を
搬
送
す
る
た
め
の
緊
急
自
動
車
で
す
。

深
夜
の
出
動
や
住
宅
地
を
走
行
す
る
際
に

は
、
で
き
る
限
り
音
量
を
『
弱
』
に
切
り
替

え
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■平成１９年中の火災発生状況  （※調査中の１件は未計上）

区　　分 Ｈ１９年 Ｈ１８年 前年比

件　数 １６ １７ －１

損害額（千円） ※９２，０７５ ５４，０４３

建

物

件　　　数 １１ １０ ＋１

焼 損 面 積（㎡） ※１，６９６ ４０４

焼損表面積（㎡） ※１２ １３

損 害 額（千円） ※９１，８７９ ４８，４１９

林

野

件　　　数 ０ ２ －２

焼 損 面 積（a） ０ ３１ －３１

損 害 額（千円） ０ ０ ±０

車

両

件　　　数 １ ４ －３

損 害 額（千円） ２０ ２，８８５ －２，８６５

船

舶

件　　　数 １ ０ ＋１

損 害 額（千円） １７６ ０ ＋１７６
そ
の
他

件　　　数 ３ １ ＋２

損 害 額（千円） ０ ２，７３９ －２，７３９

	り災世帯数 ３ ６ －３

	り 災 人 員 １１ ２２ －１１

	負 傷 者 数 ０ ６ －６

	死　　　者 ２ ０ ＋２

■出火原因と件数

原　　因 件数 原　　因 件数

たき火 ４ 取灰 １

放火・放火の疑い ３ 風呂かまど １

ストーブ １ その他 １

たばこ １ 不明・調査中 ３

溶接器 １ 計 １６

　

救
急
車
は
、
だ
れ
で
も
要
請
さ
え
す

れ
ば
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

一
部
で
は
「
救
急
車
で
病
院
に
行
く
と
、

早
く
診
て
も
ら
え
る
」
と
思
い
込
ま
れ
、

救
急
車
に
頼
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
軽
い
症
状
の
方
や
、「
急
を

要
す
る
病
気
で
は
な
い
が
、
ど
こ
の
病

院
に
行
け
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
の

で
呼
ぶ
」
な
ど
の
安
易
な
要
請
が
多
く

み
ら
れ
る
た
め
、
出
場
件
数
増
加
の
大

き
な
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

生
命
に
か
か
わ
る
傷
病
者
の
搬
送

に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
も
あ
り
ま
す

の
で
、
緊
急
性
の
な
い
軽
い
ケ
ガ
や
病

気
の
と
き
な
ど
、
１１９
番
す
る
前
に
、
自

家
用
車
や
タ
ク
シ
ー
が
利
用
で
き
な

い
か
、
今
一
度
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

広報いよし (18)


